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地域リハ推進委員会　ニュース  No.5
地域リハビリテーションとは
「障害のある子供や成人・高齢者と 
その家族が、住み慣れたところで、
一生安全に、その人らしくいきいき
とした生活ができるよう、保健・医
療・福祉・介護及び地域住民を含め
生活にかかわるあらゆる人々や機関・
組織がリハビリテーションの立場か
ら協力し合って行う活動のすべて」
（日本リハビリテーション病院・施設協会 定義）

　団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題が目前です。これまで船橋市は、重度な要介護状態となっても、
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「住まい」「医療」「介護」「予
防」「生活支援」が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括ケア推進課を設置し、
取り組んできました。一方、船橋在宅医療ひまわりネットワーク（代表  玉元  弘次 氏 ）が 2013 年 5 月に
設立され、行政とともに地域包括ケアシステム構築を目指して活動してきています。船橋在宅医療ひまわり
ネットワークには、顔の見える連携づくり委員会、人材育成委員会、安心の確保委員会、資源情報管理委員
会、地域リハ推進委員会、認知症の人にやさしいまちづくり委員会の 6つの委員会があります。

船橋市で活躍する船橋在宅医療ひまわりネットワーク

　その中で、私たち地域リハ推進委員会の構成団体は 24 団体と多く、地域包括ケアシステム構築の一翼を
担い、特に船橋市をリハビリの面で支えてゆくことが目的となっています。活動としては、市の事業となっ
た地域リハビリテーション拠点事業への協力や、リハビリ関連団体などの活動の取りまとめ、市内外の情勢
を踏まえ、リハビリテーションに関する懸案事項を協議し、対策を検討することを目指しています。
　地域リハ推進委員会は、現在はWEB にて２ヶ月毎に開催されています。ここでの議事は、新入会員紹介、
直近に開催された研究大会、勉強会、摂食栄養サポート勉強会などの報告、ひまわりネットワーク他の委員
会での催しのお知らせ、構成各団体からの近況報告を行った後に、検討課題について討議しています。
　昨年度と今年度は「みんなで咲かせよう地域包括ケア班」と「障害福祉を知って船橋を明るくする班」の
2つの班で議論を重ねてきました。
　地域リハ推進委員会ニュースは、リハビリテーションについての知識や活動について、幅広く市民の方に
お伝えすることができないかということで、本冊子の発行に至っています。

地域リハ推進委員会での活動について

　今回の第５号では、それぞれの班での活動報告をすることとしました。「みんなで咲かせよう地域包括ケ
ア班」ではグループを 2つに分け、市民の皆さんに知ってほしいリハビリに関わるインフォーマルな社会
資源の紹介と、食べることに欠かせない歯磨きの基礎的知識・嚥下調整食  豆知識・嚥下に必要な筋肉のトレー
ニング方法の紹介を行いました。「障害福祉を知って船橋を明るくする班」では、まずは障害福祉の現状を
知ろうということから様々な取り組みをしてきた経緯のまとめと、特に昨年度は、医療的ケア児支援法が施
行（令和３年９月 18 日）されたことから、医療的ケア児について行ったアンケート結果を報告しました。

今号の地域リハ推進委員会ニュースの内容について

【メモ】社会資源とは、その人のニーズを満たすために動員される施設や設備、資金や物資、集団や個人の有する知識や技
能の総称したもの。インフォーマルサービスとは、介護保険外のサービスや地域資源のことをいいます。具体的には、家族、
近隣、友人、民生委員、ボランティア、非営利団体（NPO) などの制度に基づかない援助などが挙げられます。これに対して、
公的機関や専門職による介護保険や医療・福祉制度に基づくサービスや支援はフォーマルサービスと呼ばれます。




